
　　①　バスターミナルを公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

Ⅰ　前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

　（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況

対象となるバス
ターミナル

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

視覚障害者誘導
用ブロック

誘導サイン

　施設内にある視覚障碍者誘導ブロックについて、定期的
に点検を実施し補修、改修を行う。（継続）

　階段やエスカレーターの利用が困難なお客様に対し、エ
レベーターを利用する移動経路を示す誘導サイン等の新設
を検討する。（新規）

定期的に点検を行った。

１階と３階を結ぶ移動経
路の誘導サインを新設し
た。

　　②　バスターミナルを使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で
      定める基準を遵守するために必要な措置

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

ホーム案内表示
器によるリアル
タイムな情報等
の提供

筆談具の使用

　出発ホームに設置した表示器で、行き先・時刻、運行情
報等を提供する。（継続）

　案内所及び乗車券発売窓口に筆談具があることを表示
し、聴覚障害者からの求めに応じて使用する。

計画どおり実施した。

　　③　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、
　　　旅客施設における誘導その他の支援

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

施設内サイン及
びＨＰの充実

高齢者、障害者等が必要となるサインやＨＰによる情報の
充実を図る。（継続）

計画どおり実施した。

職員等による障
害者支援の案内
及び介助・誘導

　職員への講習（研修）を実施し、警備員、バス事業者と
連携し、適切な介助・誘導に努める。

計画どおり実施した。

　　④　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対　策



　（３）報告書の公表方法

計画どおり実施した。

接遇に関する講
習の実施

　職員に対して、国土交通省作成の「接遇研修モデルプロ
グラム」（バス編）等を活用し講習を行う。（継続）

計画どおり実施した。

　　⑥　高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮に
　　　ついてのバスターミナルの利用者に対する広報活動及び啓発活動

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

　（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況

　　⑤　移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

ポスター掲示等
による利用者へ
の周知

高齢者障害者等用施設等の適正利用促進のためのポスター
掲示や放送等を通じて利用者への周知に努める。

　ホームページや電話等で寄せられる利用者の意見を社内で共有するとともに、ターミナルに乗り入
れるバス事業者とも共有し、取り組み改善に活用した。
　乗入バス事業者と会議等の場を通じて、利用者への情報提供等について意見交換を行った。

自社ホームページで公表した。

　（４）その他


